
4今月の解説①No.908（2024年２月号） No.908（2024年２月号）

は
じ
め
に

　
金
融
機
関
の
業
務
上
、
預
金
の
相

続
等
の
場
面
に
お
い
て
、
戸
籍
を
目

に
す
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
と
思
わ

れ
る
。
し
か
し
、
戸
籍
は
、
現
在
戸

籍
・
改
製
原
戸
籍
・
除
籍
と
い
う
形

態
の
違
い
の
ほ
か
、
編
製
の
時
期
に

よ
る
様
式
の
違
い
が
あ
る
。
ま
た
、

戸
籍
は
、
戸
籍
法
の
定
め
る
特
有
の

ル
ー
ル
に
従
っ
て
記
載
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
戸
籍
の
種
類
や
見

方
が
わ
か
ら
な
い
と
、
戸
籍
の
内
容

の
理
解
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な

い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
戸
籍
の

種
類
や
見
方
に
つ
い
て
、
金
融
機
関

の
行
職
員
が
知
っ
て
お
く
べ
き
基
本

的
な
内
容
を
中
心
に
解
説
す
る
。

　
ま
た
、
戸
籍
法
に
つ
い
て
は
、
戸

籍
に
記
載
さ
れ
て
い
る
本
人
等
は
い

ず
れ
の
市
区
町
村
に
お
い
て
も
戸
籍

を
一
括
し
て
請
求
で
き
る
よ
う
に
な

る
（
令
和
元
年
改
正
）、
氏
名
の
振

り
仮
名
が
戸
籍
の
記
載
事
項
に
追
加

さ
れ
る
（
令
和
５
年
改
正
）
と
い
う

よ
う
な
重
要
な
改
正
が
予
定
さ
れ
て

い
る
。
い
ず
れ
も
金
融
機
関
の
実
務

に
直
接
ま
た
は
間
接
的
に
影
響
す
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
概

要
に
つ
い
て
も
解
説
す
る
。

一
　
戸
籍
の
基
本

１　

現
在
の
戸
籍
の
基
本

⑴
　
は
じ
め
に

　
戸
籍
は
、
日
本
国
民
一
人
ひ
と
り

の
身
分
関
係
を
登
録
し
、
そ
れ
を
証

明
す
る
仕
組
み
で
あ
り
、
出
生
か
ら

死
亡
ま
で
の
、
主
に
親
族
的
な
身
分

の
変
動
が
記
載
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う

な
身
分
の
変
動
と
し
て
は
、
出
生
、

死
亡
、
婚
姻
、
離
婚
、
養
子
縁
組
、

離
縁
、
認
知
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
戸
籍
は
、
婚
姻
・
養
子
縁
組
等
に

よ
る
新
戸
籍
の
編
製
、
転
籍
（
本
籍

の
変
更
）、
改
製
（
法
令
に
基
づ
く

戸
籍
の
様
式
の
変
更
）
等
に
よ
っ
て

新
た
に
作
成
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
度

に
そ
の
人
に
関
す
る
戸
籍
は
増
え
て

い
く
。
そ
の
た
め
、
相
続
人
を
確
定

す
る
た
め
、
あ
る
人
の
出
生
か
ら
死

亡
ま
で
の
戸
籍
を
確
認
す
る
場
合
に

は
、
１
つ
の
戸
籍
の
み
で
は
足
り
な

い
こ
と
が
大
半
で
あ
り
、
そ
の
人
が

記
載
さ
れ
た
す
べ
て
の
戸
籍
を
確
認

す
る
必
要
が
あ
る
。

⑵
　
戸
籍
の
編
製
の
単
位

　
戸
籍
は
、
原
則
と
し
て
、
１
組
の

夫
婦
と
そ
の
夫
婦
の
子
（
同
じ
氏
の

子
）
ご
と
に
編
製
さ
れ
る
（
戸
籍
法

（
以
下
、「
法
」
と
い
う
）
６
条
）。

た
だ
し
、
婚
姻
し
て
い
な
い
女
性
が

子
を
産
ん
だ
場
合
、
祖
父
母
の
戸
籍

に
孫
は
入
れ
な
い
た
め
、
そ
の
母
子

の
新
し
い
戸
籍
を
編
製
す
る
こ
と
と

な
る
（
法
17
条
）。
ま
た
、
子
の
出

押
さ
え
て
お
き
た
い
　
戸
籍
の
基
本
と
戸
籍
法
改
正

今
月
の
解
説
①

小
沢
・
秋
山
法
律
事
務
所 

弁
護
士　

稲
田 

康
男
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令
和
４
年
12
月
９
日
、「
国
際
的

な
不
正
資
金
等
の
移
動
等
に
対
処
す

る
た
め
の
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事

会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏

ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ

リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る

特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
」（
以
下
、「
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
勧
告
対

応
法
」
と
い
う
）
に
よ
り
改
正
さ
れ

た
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
以

下
、「
改
正
外
為
法
」
と
い
う
）
が

公
布
さ
れ
た
。

　
改
正
外
為
法
55
条
の
９
の
２
に
お

い
て
は
、「
外
国
為
替
取
引
等
取
扱

業
者
」
が
「
外
国
為
替
取
引
等
」
を

行
う
に
あ
た
り
遵
守
す
べ
き
基
準
で

あ
る
「
外
国
為
替
取
引
等
取
扱
業
者

遵
守
基
準
」
を
、
財
務
大
臣
が
策
定

す
べ
き
旨
規
定
さ
れ
、
こ
れ
に
応
じ

て
、
令
和
５
年
５
月
26
日
、「
外
国

為
替
取
引
等
取
扱
業
者
遵
守
基
準
を

定
め
る
省
令
」（
以
下
、「
基
準
省
令
」

と
い
う
）
が
公
布
さ
れ
た
。

　
ま
た
、
令
和
５
年
11
月
24
日
、
基

準
省
令
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
を
受

け
、「
外
国
為
替
検
査
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」（
以
下
、「
旧
外
為
Ｇ
Ｌ
」
と
い

う
）
を
再
整
理
し
、
外
為
法
令
等
の

遵
守
に
関
す
る
考
え
方
・
解
釈
お
よ

び
検
査
指
針
を
示
す
「
外
国
為
替
取

引
等
取
扱
業
者
の
た
め
の
外
為
法
令

等
の
遵
守
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」（
以
下
、「
新
外
為
Ｇ
Ｌ
」
と
い

う
）
が
制
定
さ
れ
、「
外
国
為
替
取

引
等
取
扱
業
者
の
た
め
の
外
為
法
令

等
の
遵
守
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

Ｑ
＆
Ａ
」（
以
下
、「
新
外
為
Ｇ
Ｌ
Ｑ

Ａ
」
と
い
う
）
と
と
も
に
公
表
さ
れ

た
。

　
基
準
省
令
、
新
外
為
Ｇ
Ｌ
は
、
改

正
外
為
法
と
一
体
と
な
っ
て
令
和
６

年
４
月
１
日
に
施
行
・
適
用
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
本
稿
で
は
、

こ
れ
ら
の
内
容
を
概
観
し
、
必
要
と

な
る
実
務
対
応
に
つ
い
て
現
時
点
で

可
能
な
範
囲
で
解
説
を
し
た
い
。

一
　
概
　
要

１　
基
準
省
令
の
概
要

⑴　
整
備
す
べ
き
態
勢
の
全
体
像

　
基
準
省
令
の
適
用
対
象
は
、
銀
行

等
の
預
金
取
扱
金
融
機
関
（
以
下
、

単
に
「
銀
行
等
」
と
い
う
）（
注
１
）、

資
金
移
動
業
者
、
電
子
決
済
手
段
等

取
扱
業
者
等
（
注
２
）、
お
よ
び
両

替
業
者
で
あ
る
（
注
３
）（
こ
れ
ら

の
事
業
者
を
、以
下
「
対
象
事
業
者
」

と
い
う
）。

　
基
準
省
令
は
全
部
で
２
箇
条
か
ら

な
り
、
１
条
に
お
い
て
対
象
事
業
者

が
整
備
す
べ
き
態
勢
の
全
体
像
を
規

定
し
、
２
条
に
お
い
て
対
象
事
業
者

が
策
定
す
べ
き
「
手
順
書
」
に
定
め

る
べ
き
内
容
を
規
定
す
る
。

　
１
条
の
規
定
の
内
容
は
、
概
要
図

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
勧
告
対
応
に
係
る
外
為
取
引
等
遵
守
基
準
お
よ
び

新
外
為
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
へ
の
実
務
対
応（
上
）

今
月
の
解
説
②

御
堂
筋
法
律
事
務
所 

東
京
事
務
所 

弁
護
士　

岡
﨑 

頌
央
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質
　
問

　
甲
銀
行
は
、融
資
先
（
要
注
意
先
）

で
あ
る
Ａ
社
の
所
有
す
る
不
動
産

に
、
仮
差
押
を
し
ま
し
た
。

　
甲
銀
行
が
仮
差
押
を
し
た
Ａ
社
の

所
有
す
る
不
動
産
に
は
、
第
１
順
位

の
抵
当
権
者
が
い
ま
す
が
、
甲
銀
行

と
し
て
は
、
余
剰
見
込
み
が
あ
る
と

し
て
、
仮
差
押
を
し
た
と
い
う
経
緯

で
す
。
当
時
Ａ
社
は
ま
だ
期
限
の
利

益
を
喪
失
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
甲
銀
行
と
し
て
は
、
債
権
保
全

上
の
理
由
か
ら
請
求
喪
失
に
よ
り
期

限
の
利
益
を
喪
失
さ
せ
て
、
そ
の
直

後
に
仮
差
押
を
し
ま
し
た
。そ
の
後
、

当
該
不
動
産
に
つ
い
て
、
第
１
順
位

の
抵
当
権
者
が
、
担
保
不
動
産
競
売

の
実
行
を
し
ま
し
た
（
民
事
執
行
法

１
８
０
条
１
号
）。

　
そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
甲
銀
行
に
対

し
、
Ａ
社
の
代
理
人
弁
護
士
で
あ
る

Ｘ
弁
護
士
か
ら
、
債
務
整
理
の
受
任

通
知
が
送
付
さ
れ
ま
し
た
。
甲
銀
行

が
、Ｘ
弁
護
士
に
架
電
し
た
と
こ
ろ
、

Ａ
社
の
破
産
手
続
開
始
申
立
時
期
は

予
納
金
不
足
の
た
め
未
定
と
の
こ
と

で
す
。
甲
銀
行
と
し
て
は
、
ど
う
す

べ
き
で
し
ょ
う
か
。

回
　
答

　
甲
銀
行
と
し
て
は
、
債
権
回
収
の

実
務
上
、
時
間
と
の
勝
負
に
な
り
ま

す
。
Ａ
社
が
、
破
産
手
続
開
始
決
定

を
受
け
た
場
合
、
仮
差
押
は
そ
の
効

力
を
失
い
ま
す
（
破
産
法
42
条
）。

ま
た
、
破
産
管
財
人
に
よ
る
否
認
権

の
行
使
の
可
能
性
は
あ
り
ま
す
が

（
同
法
１
６
０
条
以
下
）、甲
銀
行
は
、

直
ち
に
Ｘ
弁
護
士
と
協
議
し
て
、
回

収
を
急
ぐ
べ
き
で
す
。

解
　
説

一　
事
案
の
経
過

　
裁
判
所
は
、
剰
余
の
な
い
不
動
産

の
仮
差
押
を
原
則
と
し
て
認
め
ま
せ

ん
。
こ
の
点
、
民
事
保
全
法
13
条
２

項
が
、「
保
全
す
べ
き
権
利
又
は
権

利
関
係
及
び
保
全
の
必
要
性
は
、
疎

明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て

い
る
こ
と
や
、
民
事
執
行
法
63
条
が

無
益
執
行
禁
止
の
原
則
を
定
め
て
い

る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
す
。

　
事
案
で
は
、
仮
差
押
の
発
令
が
裁

判
所
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
ま
す
か

ら
、
Ａ
社
の
所
有
す
る
不
動
産
を
競

売
し
て
も
、
剰
余
が
あ
る
（
＝
甲
銀

行
に
優
先
す
る
抵
当
権
者
に
配
当
を

し
て
も
、
一
般
債
権
者
に
配
当
が
あ

る
状
態
）
と
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
時
系
列
と
し
て
は
、
次
の
と
お
り

で
す
。

①　

第
１
順
位
の
抵
当
権
の
設
定

②　

甲
銀
行
の
仮
差
押
の
登
記

③ 　

第
１
順
位
の
抵
当
権
者
に
よ
る
不

動
産
担
保
権
実
行
の
開
始

④ 　

不
動
産
担
保
権
実
行
に
よ
る
差
押

の
登
記

二 　
仮
差
押
の
配
当
要
求
の
効
力

　
仮
差
押
債
権
者
で
あ
る
甲
銀
行
に

は
、
最
終
的
に
は
Ａ
社
に
対
し
て
、

貸
金
返
還
請
求
訴
訟
等
を
提
起
し
て

（
以
下
、「
本
案
」
と
い
う
）
勝
訴
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
強
制
執
行
が
可
能
な
確
定
判
決
等

を
「
債
務
名
義
」
と
い
い
ま
す
（
民

事
執
行
法
22
条
等
）。

　
し
か
し
、
仮
差
押
を
し
た
甲
銀
行

み
や
こ
債
権
回
収
株
式
会
社 

顧
問
弁
護
士　

瀬
戸 

祐
典

債
権
管
理
回
収
・
現
場
の
実
務
Ｑ
＆
Ａ（
下
）

債
権
管
理
回
収
の
現
場
で
持
ち
上
が
る
ケ
ー
ス
に
対
し
、前
号
で
は
金
融
法
務
に
精
通
し
た
講
師（
元
銀
行
員
）

が
解
説
し
ま
し
た
。
今
号
で
は
サ
ー
ビ
サ
ー
の
顧
問
弁
護
士
が
実
務
的
観
点
か
ら
解
説
を
加
え
ま
す
。

特別企画

要
注
意
先
へ
の
仮
差
押

  

９
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は
じ
め
に

　
国
際
情
勢
の
複
雑
化
、
社
会
経
済

構
造
の
変
化
等
に
よ
り
、
国
家
・
国

民
の
安
全
を
経
済
面
か
ら
確
保
す
る

た
め
の
取
組
み
と
し
て
、
２
０
２
２

年
５
月
11
日
、
経
済
施
策
を
一
体
的

に
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
安
全
保
障
の

確
保
の
推
進
に
関
す
る
法
律（
以
下
、

「
経
済
安
保
推
進
法
」ま
た
は「
法
」と

い
う
）が
成
立
し
、２
０
２
４
年
５
月

17
日
か
ら
制
度
運
用
が
開
始
す
る
。

　
同
法
は
、
金
融
業
を
営
む
一
定
範

囲
の
者
も
適
用
対
象
と
し
て
い
る
。

金
融
機
関
で
は
複
雑
か
つ
多
様
な
シ

ス
テ
ム
を
導
入
・
利
用
し
て
お
り
、

そ
れ
ら
の
多
く
は
シ
ス
テ
ム
ベ
ン

ダ
ー
等
の
専
門
の
事
業
者
に
開
発
等

を
委
託
し
、
ま
た
は
調
達
し
て
い
る

た
め
、
同
法
が
金
融
機
関
に
与
え
る

影
響
は
小
さ
く
な
い
。そ
こ
で
、本
稿

で
は
、執
筆
時
点（
２
０
２
３
年
12
月

21
日
）
に
お
け
る
経
済
安
保
推
進
法

の
主
な
制
度
説
明
を
す
る
と
と
も

に
、
金
融
機
関
に
実
務
上
求
め
ら
れ

る
対
応
等
を
検
討
す
る
。な
お
、本
稿

の
う
ち
、意
見
に
わ
た
る
部
分
は
筆

者
の
個
人
的
見
解
で
あ
り
、所
属
組

織
の
見
解
を
述
べ
る
も
の
で
は
な
い
。

一
　
制
定
の
経
緯
等

　
本
稿
執
筆
時
点
に
お
け
る
経
済
安

保
推
進
法
の
制
定
前
後
の
主
な
経
緯

等
は
、
図
表
１
の
と
お
り
で
あ
る
。

二 

　
経
済
安
保
推
進
法
の

構
成

　
経
済
安
保
推
進
法
は
、
安
全
保
障

の
確
保
に
関
す
る
経
済
施
策
の
総
合

的
・
効
果
的
推
進
の
た
め
の
基
本
方

針
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
所
要
の

制
度
を
創
設
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
具
体
的
に
は
、
①
基
本
指
針
の
策

定
等
、
②
重
要
物
資
の
安
定
的
な
供

給
の
確
保
に
関
す
る
制
度
、
③
基
幹

イ
ン
フ
ラ
役
務
の
安
定
的
な
提
供
の

確
保
に
関
す
る
制
度（
以
下
、「
本
制

度
」と
い
う
）、④
先
端
的
な
重
要
技

術
の
開
発
支
援
に
関
す
る
制
度
、
⑤

特
許
出
願
の
非
公
開
に
関
す
る
制
度

で
あ
る
。本
稿
で
は
、金
融
機
関
に
適

用
さ
れ
得
る
③
に
焦
点
を
当
て
る
。

三 

　
特
定
社
会
基
盤
役
務
の

安
定
的
な
提
供
の
確
保
に

関
す
る
制
度

１　

趣　

旨

　
本
制
度
は
、
基
幹
イ
ン
フ
ラ
役
務

の
安
定
的
提
供
の
確
保
が
安
全
保
障

上
重
要
で
あ
る
と
こ
ろ
、
当
該
イ
ン

フ
ラ
の
重
要
設
備
は
役
務
の
安
定
的

提
供
を
妨
害
す
る
行
為
の
手
段
と
し

て
使
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と

に
鑑
み
、
基
幹
イ
ン
フ
ラ
の
重
要
設

備
が
わ
が
国
の
外
部
か
ら
行
わ
れ
る
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経
済
安
全
保
障
推
進
法
と
金
融
機
関
へ
の
影
響


